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※放送対象地域は 
大阪府、滋賀県、京都府、 
奈良県、兵庫県、和歌山県 

讀賣テレビ放送株式会社 

和歌山県 

今回の裁定の概要 

〔裁定の概要〕 
・松茂町及び北島町：讀賣テレビ放送㈱は㈱ひのきが再放送することに同意しなければならない。 
・上板町：讀賣テレビ放送㈱は㈱ひのきが再放送することに同意しなければならないとは認められない。 

ただし「受信者の利益」を適切に保護する観点から一定期間内の経過措置（激変緩和措置）を 
講ずること。 
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